
議案第１４号 

東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則 

上記の議案を提出する。 

  令和６年３月７日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則 

東京都板橋区あいキッズ条例施行規則（平成26年東京都板橋区教育委員会

規則第 1号）の一部を次のように改正する。 

第８条の次に次の１条を加える。 

（申請の取下げ） 

第８条の２ 第３条第２号又は前条第１項の規定に基づき申請書を提出した者が、 

当該申請を取り下げようとするときは、教育委員会が当該申請の承認又は不承

認を通知する前に、あいキッズ申請取下届（別記第８号の２様式）を、教育委

員会に提出しなければならない。 

 第１６条第２項中「第７条の規定により提出した」を削り、「利用日数に応じ

た金額を、利用する月」を「利用日数に応じた金額を、利用した月」に改め、

「末日」を「翌月末日」に改め、「、当月分を」を削り、同項ただし書きを削り、

同条第３項中「前項」を「前２項」に改める。 

 別記 第８号様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付 則 

１ この規則は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の第16条第２項の規定は、施行日以降のあいキッズ

の利用に係る利用料の徴収について適用し、施行日前のあいキッズの利用に係る

利用料の徴収については、なお、従前の例による。 

 

（提案理由） 

あいキッズの利用申請及び利用状況変更申請の取下げに係る手続きについて

規定する。また、土曜利用料の徴収方法変更に伴う規定の整理も行う。 
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東京都板橋区あいキッズ条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区あいキッズ条例施行規則 ○東京都板橋区あいキッズ条例施行規則 

平成26年１月９日東京都板橋区教育委員会規則第１号 平成26年１月９日東京都板橋区教育委員会規則第１号 

  

第１条から第８条まで（略） 第１条から第８条まで（略） 

  

（申請の取下げ）  

第８条の２ 第３条第２号又は前条第１項の規定に基づき申請書を提出した

者が、当該申請を取り下げようとするときは、教育委員会が当該申請の承

認又は不承認を通知する前に、あいキッズ申請取下届（別記第８号の２様

式）を、教育委員会に提出しなければならない。 

追加 

  

第９条から第15条まで（略） 第９条から第15条まで（略） 

  

（利用料の徴収方法） （利用料の徴収方法） 

第16条第１項（略）  第16条第１項（略）  

２ 条例第13条に規定する土曜日の利用料は、              

利用日数に応じた金額を、利用した月の翌月末日（金融機関の休業日にあ

っては、その直後の営業日）までに、口座振替の方法により     納付

しなければならない。                       

                                  

                     

２ 条例第13条に規定する土曜日の利用料は、第７条の規定により提出した

利用日数に応じた金額を、利用する月の  末日（金融機関の休業日にあ

っては、その直後の営業日）までに、口座振替の方法により、当月分を納付

しなければならない。ただし、同条の規定により提出した日数を超えて利

用する場合は、超えた日数に応じた金額を、利用する月の翌月末までに、

口座振替の方法により納付しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めた場合は、別に定め

る方法により納付することができる。 

３ 前 項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めた場合は、別に定め

る方法により納付することができる。 

  

第17条から第20条まで（略） 第17条から第20条まで（略） 
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改正後 改正前 

付 則（令和 年 月 日東京都板橋区教育委員会規則第 号） 追加 

１ この規則は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

 

２ この規則による改正後の第16条第２項の規定は、施行日以降のあいキッ

ズの利用に係る利用料の徴収について適用し、施行日前のあいキッズの利

用に係る利用料の徴収については、なお、従前の例による。 

 

 

第８号の２様式（第８条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   追加 

 


